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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成22年1月28日(2010.1.28)

【公表番号】特表2002-530570(P2002-530570A)
【公表日】平成14年9月17日(2002.9.17)
【出願番号】特願2000-582709(P2000-582709)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｎ  11/04     (2006.01)
   Ｆ０２Ｎ  11/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｎ  15/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｎ  11/04    　　　Ａ
   Ｆ０２Ｎ  11/00    　　　Ｅ
   Ｆ０２Ｎ  15/02    　　　Ｍ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年11月27日(2009.11.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　内燃機関、特に自動車の内燃機関のためのスタータとゼネレータとし
て切換え可能である電気的な機械において、該機械が２段の遊星歯車伝動装置を内燃機関
の軸（４）に連結するために有しており、該段の回動運動を固持するための制動装置が各
段に配属されていることを特徴とする、電気的な機械。
　　【請求項２】　前記制動装置の少なくとも第１が中空歯車（３ｉ，３ｉｉ）に噛合っ
ている、請求項１記載の電気的な機械。
　　【請求項３】　前記制動装置がブロックブレーキ、多板ブレーキ又は摩擦バンドブレ
ーキである、請求項１又は２記載の電気的な機械。
　　【請求項４】　２段の遊星歯車伝動装置が、スタータ又はゼネレータ軸（６）と固定
的に結合された２つの太陽歯車（１ｉ，１ｉｉ）と、それぞれ前記太陽歯車（１ｉ，１ｉ

ｉ）の１つ及び１つの中空歯車（３ｉ，３ｉｉ）と噛合う２組の遊星歯車（２ｉ，２ｉｉ

）とを有しており、両方の遊星歯車組の遊星歯車（２ｉ，２ｉｉ）が内燃機関軸（４）に
固定的に連結された遊星歯車保持体（２０）に回転可能に取付けられている、請求項１か
ら３までのいずれか１項記載の電気的な機械。
　　【請求項５】　２つの中空歯車（３ｉ，３ｉｉ）の寸法が等しい、請求項４記載の電
気的な機械。
　　【請求項６】　２つの段の伝達比が２．４と７．５との間に位置しかつ２と３との間
のスレッドを有している、請求項４又は５記載の電気的な機械。
　　【請求項７】　内燃機関軸（４）の回転数がほぼ機関回転数と等しい、請求項４、５
又は６記載の電気的な機械。
　　【請求項８】　第２の制動装置が他方の中空歯車に作用している、請求項２及び請求
項４から７までのいずれか１項記載の電気的な機械。
　　【請求項９】　２段の遊星歯車伝動装置が２つの太陽歯車（１ｉ，１ｉｉ）と２組の
遊星歯車（２ｉ，２ｉｉ）とを有し、各太陽歯車（１ｉ，１ｉｉ）が内燃機関軸（４）も
しくはスタータ又はゼネレータ軸（６）と固定的に結合されており、かつ遊星歯車（２ｉ

，２ｉｉ）がそれぞれ太陽歯車と少なくとも１つの中空歯車（３ｉ，３ｉｉ）と噛合って
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おり、２組の遊星歯車（２ｉ，２ｉｉ）が対を成して共通の軸（７）の上に回動不能に結
合されている、請求項１から３までのいずれか１項記載の電気的な機械。
　　【請求項１０】　２段の遊星歯車伝動装置が２つの太陽歯車（１ｉ，１ｉｉ）と２組
の遊星歯車（２ｉ，２ｉｉ）とを有し、各太陽歯車（１ｉ，１ｉｉ）が内燃機関軸（４）
もしくはスタータ又はゼネレータ軸（６）と固定的に結合されており、遊星歯車（２ｉ，
２ｉｉ）がそれぞれ太陽歯車（１ｉ，１ｉｉ）の一方と噛合っており、２組の遊星歯車が
互いに対を成して噛合っている、請求項１から３までのいずれか１項記載の電気的な機械
。
　　【請求項１１】　第２の制御装置が軸（４，６）を中心とした遊星歯車（２ｉ，２ｉ

ｉ）の回転をブロックすることができる、請求項９又は１０記載の電気的な機械。
　　【請求項１２】　両方の組の遊星歯車（２ｉ，２ｉｉ）が１つの共通の遊星歯車保持
体（２０′，２０″）に回転可能に取付けられている、請求項９から１１までのいずれか
１項記載の電気的な機械。
　　【請求項１３】　第２の制動装置が遊星歯車保持体（２０′，２０″）に係合する、
請求項１２記載の電気的な機械。
　　【請求項１４】　制動装置（３５ｉ；３５ｉｉ；５０ｉ，５０ｉｉ）が共通の調節装
置（４１，４２，４３，４４，４５，４８；４９，６０ｉ，６０ｉｉ，５６ｉ，５６ｉｉ

）によって作動可能であって、該調節装置が第１の制動装置が開放されかつ第２の制動装
置が閉鎖される作業位置（ｂ）と、第２の制動装置が開放されかつ第１の制動装置が閉鎖
される作業位置（ｄ）と、両方の制動装置が開放されるアイドリング位置（ｃ）をとるこ
とができ、１つの自由度で運動可能な制御部材（４５；４９）によって各位置へ調節可能
である、請求項１から１３までのいずれか１項記載の電気的な機械。
　　【請求項１５】　調節装置がアイドリング位置（ｃ）を越えて１つの作業位置（ｂ，
ｄ）から他の作業位置へ移動可能である、請求項１４記載の電気的な機械。
　　【請求項１６】　調節装置が作業位置（ｂ，ｄ）の１つを越えて、１つの制動位置（
ａ，ｅ）に可動であり、該制動位置（ａ，ｂ）において前記作業位置（ｂ、ｄ）において
開放されていた制動装置が制動を行う、請求項１４又は１５記載の電気的な機械。
　　【請求項１７】　調節装置が、一方の制動装置の閉鎖を、他方の制動装置が同時に閉
じられていないときだけしか許さない、請求項１４，１５又は１６記載の電気的な機械。
　　【請求項１８】　制動装置（３５ｉ，３５ｉｉ）が伝動装置の軸（４，６）に対して
平行な調節運動によって作動可能であり、調節装置（４１，４５，４８）が回転運動を２
つの制動装置（３５ｉ，３５ｉｉ）の調節運動に変換するために、前記軸線を中心として
旋回可能な２つのランプ（４３）を有している、請求項１４から１７までのいずれか１項
記載の電気的な機械。
　　【請求項１９】　２つの制動装置（３５ｉ，３５ｉｉ）のランプ（４３）が回動不能
に結合されている、請求項１８記載の電気的な機械。
　　【請求項２０】　制動装置（３５ｉ，３５ｉｉ）が前記軸線（４，６）に沿ってそれ
ぞれ遊星歯車伝動装置（３３）と所属のランプ（４３）との間に配置されている、請求項
１８又は１９記載の電気的な機械。
　　【請求項２１】　制動装置が多板ブレーキである、請求項１８から２０までのいずれ
か１項記載の電気的な機械。
　　【請求項２２】　制動装置（５0ｉ，５０ｉｉ）が伝動装置の軸線に対し垂直な調節
運動（Ａ）によって作動可能であり、調節装置（４９；６０ｉ，６０ｉｉ，５５，５９）
がカム円板（６０）と該カム円板（６０）の回転運動を制動装置（５０ｉ，５０ｉｉ）の
調節運動に変換するために前記カム円板と交番作用する複数のレバーとを有している、請
求項１４から１７までのいずれか１項記載の電気的な機械。
　　【請求項２３】　制動装置（５０ｉ；５０ｉｉ）がブロックブレーキである、請求項
２２記載の電気的な機械。
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